[bookmark: _Hlk232776971]令和８年度多賀城市危険ブロック塀等除却事業補助金
本申請等の手引き



【重要】交付決定前に工事業者との契約及び工事着工を行った場合は補助対象外となりますのでご注意願います。



 (
１　
制度概要
)

市内の道路に面する危険なブロック塀などの除却費用の一部を助成します。



 (
２
　
対象となる
要件
)

次に掲げる要件をすべて満たすものが対象となります。
・塀がコンクリートブロック造、石造、れんが造などの組積造。
・塀が多賀城市内に設置されている。
・塀が道路に面している。（ここでいう道路は国道、県道、市道などの建築基準法第４２条で規定する道路なので私道は除きます。）
・塀の高さが道路面から１ｍ以上ある。（よう壁上の塀の場合は、安全と判断される高さになるまでの除却が必要となるため市に相談願います。）
・塀の高さが道路面から５０ｃｍ以下の高さになるまで除却する。（よう壁上の塀の場合は、安全と判断される高さになるまでの除却が必要となるため市に相談願います。）
・県及び市から塀が危険である旨の通知を受けている。または、塀に傾き・ぐらつき・ひび割れ等の経年劣化による危険が確認できている。
※次の事項にあてはまる場合は補助を受けることができません。
　・申請者が除却する塀の所有者ではない場合。
　・申請者が暴力団員または暴力団員と関係を有している者である場合。
　・過去に塀の除却にかかる補助金を受け取っている場合。
　・申請前に塀の除却工事を終わらせている場合。
　・申請前に塀の除却工事事業者と契約を終わらせている場合。
　・自己施工（日曜大工などを含む）で塀の除却工事を行う場合。


 (
３　
補助金額
)

・補助金額は補助対象経費（除却工事費、諸経費、消費税を含む金額）の６分の５。
・補助限度額は３７万５千円（１メートル当たりの除却限度額は８万円を超えないこと）
※補助金額の算定に当たっては、千円未満の端数は切り捨てとなります。
※除却工事は施工業者との請負契約による工事とすることを原則とします。



 (
４　本申請
の手続き
)

（ 1 ）着工前の申請手続き（本申請）


令和８年６月３０日から本申請の受付を開始いたしますので、都市計画課建築宅地係窓口に交付申請書を提出願います。提出する書類は次のとおりです。
・多賀城市危険ブロック塀等除却事業補助金交付申請書（様式第１号）
　※補助金に係る事務手続き（本申請や実績報告など）いっさいを工事業者に依頼する場合は委任状（任意様式）を提出してください。
・位置図（ブロックが設置されている住所がわかるもの。ネット上で無料公開されている多賀城市わが街ガイドの地図または地理院地図の写しを利用すること。）
・配置図（敷地内における塀の位置、塀の高さ、延長、除却範囲などがわかる平面図や立面図をつける。）
・現況写真（除却する塀の全景、ひび割れ・傾きなどがあれば部分的に撮影した写真もつけること。）
・ブロック塀が自己所有であることがわかる書類（今年度分の「固定資産税・都市計画税納税通知書兼課税明細書」の写しまたは土地の登記事項証明書（全部事項証明書）の写し）
・補助対象要件確認書（様式第２号）
・誓約書（様式第３号）
・見積書（補助対象となるブロック塀等除却部分のみの見積書）
　※ブロック塀等除却後のフェンス新設工事や補助対象とはならないブロック塀等の除却工事は対象外となるため見積書に記載しないよう注意願います。
・県または市から受け取ったブロック塀調査結果の通知文書の写しがあれば提出する。

（ 2 ）交付決定


交付申請書提出後、市の審査を経て、交付決定通知書を申請者に送付いたします。交付決定後に工事業者と請負契約を結び、ブロック塀等の除却工事を着工願います。
なお、工事中は工事写真（着工前・施工中・施工後）の撮影をお願いいたします。（着工前・施工中・施工後の写真は可能な限り同じ画角で撮影願います。）

※交付決定後に変更や取下げなどを行う場合、次の書類を提出願います。
　・多賀城市危険ブロック塀等除却事業補助金（変更・中止・廃止）承認申請書（様式第７号）
　・多賀城市危険ブロック塀等除却事業補助金交付申請取下届出書（様式第８号）



 (
５　工事が終わったら
)

（ 1 ）工事完了後の報告（実績報告）


令和９年２月２６日までに工事を完了させて実績報告書を都市計画課建築宅地係窓口まで提出願います。提出する書類は次のとおりです。
・多賀城市危険ブロック塀等除却事業補助金実績報告書（様式第９号）
・ブロック塀等除却工事の請負契約書の写し
[bookmark: _Hlk232785955]・ブロック塀等除却工事の領収書の写し
・工事内容が確認できる写真（同じ画角で撮影した着工前・施工中・施工後の写真それぞれ１～２枚程度）
・請求書（様式第１０号）

（ 2 ）補助金の額の確定及び補助金の入金


実績報告書提出後、市の審査を経て、補助金の額の確定についての通知文を申請者に送付いたします。その後、請求書に記載した指定の口座に補助金が入金されます。
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